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（ 別 紙 ） 

新 旧 対 照 表 
 
（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

（有価証券等の取得価額の例示） 

５－９の２ 

規則別表第一に規定する（六）から（九）までの財産の区分に該当する財産（規則別表第一備考四

に規定する特定有価証券に該当する有価証券を除く。）が、法第６条の２第２項の規定により同条第１

項に規定する財産債務調書への記載を要しない財産である場合には、国外財産調書にその財産の取得

価額を記載することとなるのであるが、その取得価額は、財産の区分に応じ、例えば次に掲げる方法

により算定することができる。 

⑴ 規則別表第一（六）に掲げる財産（有価証券）又は（七）に掲げる財産（匿名組合契約の出資の

持分）については、次の価額。 
イ 金銭の払込み又は購入により取得した場合には、当該財産を取得したときに支払った金銭の額

又は購入の対価のほか、購入手数料など当該財産を取得するために要した費用を含めた価額。 
ロ 相続（限定承認を除く。）、遺贈（包括遺贈のうち限定承認を除く。）又は贈与により取得した場

合には、被相続人、遺贈者又は贈与者の取得価額を引き継いだ価額。 
ハ イ、ロその他合理的な方法により算出することが困難である場合には、次の価額。 

(ｲ) 当該財産に額面金額がある場合には、その額面金額。 
(ﾛ) その年の 12 月 31 日における当該財産の価額の 100 分の５に相当する価額。 

⑵ 規則別表第一（八）に掲げる財産（未決済信用取引等に係る権利）又は（九）に掲げる財産（未

決済デリバティブ取引に係る権利）について、当該財産のその年の 12 月 31 日における価額を５－

８(７)又は（８）に掲げる方法より算出した価額により記載する場合にはゼロ。 

 
（財産債務調書の財産の記載事項） 

６の２－４ 

財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在については、規則別表第三に規定する（一）

から（十五）までの財産の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する「種類別」、「用途別」（一

般用及び事業用の別）並びに「所在別」の「数量」及び「価額」を記載するのであるが、以下のとお

り記載することとして差し支えない。 

⑴ 財産の用途が一般用及び事業用の兼用である場合、用途は「一般用、事業用」と記載し、価額は、

一般用部分と事業用部分とを区分することなく記載すること。 
⑵ ２以上の財産の区分からなる財産について、それぞれの財産の区分に分けて価額を算定すること

が困難な場合には、一体のものとして価額をいずれかの財産の区分にまとめて記載すること。 

⑶ 財産の所在は、所在地のほか、氏名又は名称を記載するが、規則別表第三に規定する（一）から

（四）まで及び（十二）から（十四）までの財産の区分に該当する財産については、所在地のみを

（有価証券等の取得価額の例示） 

５－９の２ 

規則別表第一に規定する（六）から（九）までの財産の区分に該当する財産が、法第６条の２第２

項の規定により同条第１項に規定する財産債務調書への記載を要しない財産である場合には、国外財

産調書にその財産の取得価額を記載することとなるのであるが、その取得価額は、財産の区分に応じ、

例えば次に掲げる方法により算定することができる。 

 

⑴ 規則別表第一（六）に掲げる財産（有価証券）又は（七）に掲げる財産（匿名組合契約の出資の

持分）については、次の価額。 
イ 金銭の払込み又は購入により取得した場合には、当該財産を取得したときに支払った金銭の額

又は購入の対価のほか、購入手数料など当該財産を取得するために要した費用を含めた価額。 
ロ 相続（限定承認を除く。）、遺贈（包括遺贈のうち限定承認を除く。）又は贈与により取得した場

合には、被相続人、遺贈者又は贈与者の取得価額を引き継いだ価額。 
ハ イ、ロその他合理的な方法により算出することが困難である場合には、次の価額。 

(ｲ) 当該財産に額面金額がある場合には、その額面金額。 
(ﾛ) その年の 12 月 31 日における当該財産の価額の 100 分の５に相当する価額。 

⑵ 規則別表第一（八）に掲げる財産（未決済信用取引等に係る権利）又は（九）に掲げる財産（未

決済デリバティブ取引に係る権利）について、当該財産のその年の 12 月 31 日における価額を５－

８(７)又は（８）に掲げる方法より算出した価額により記載する場合にはゼロ。 

 
（財産債務調書の財産の記載事項） 

６の２－４ 

財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在については、規則別表第三に規定する（一）

から（十五）までの財産の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する「種類別」、「用途別」（一

般用及び事業用の別）並びに「所在別」の「数量」及び「価額」を記載するのであるが、以下のとお

り記載することとして差し支えない。 

⑴ 財産の用途が一般用及び事業用の兼用である場合、用途は「一般用、事業用」と記載し、価額は、

一般用部分と事業用部分とを区分することなく記載すること。 
⑵ ２以上の財産の区分からなる財産について、それぞれの財産の区分に分けて価額を算定すること

が困難な場合には、一体のものとして価額をいずれかの財産の区分にまとめて記載すること。 

⑶ 財産の所在は、所在地のほか、氏名又は名称を記載するが、規則別表第三に規定する（一）から

（四）まで及び（十二）から（十四）までの財産の区分に該当する財産については、所在地のみを
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記載すること。 

⑷ 規則別表第三に規定する「（六） 有価証券」に該当する財産のうち、租税特別措置法（昭和 33

年法律第 26 号）第 37 条の 11 の３《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》

に規定する特定口座、同法第 37 条の 14《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課

税》に規定する非課税口座又は同法第 37 条の 14 の２第１項《未成年者口座内の少額上場株式等に

係る譲渡所得等の非課税》に規定する未成年者口座に保管の委託がされているものについては、銘

柄別に区分することなく記載すること。 

⑸ 規則別表第三に規定する（十一）及び（十五）の財産の区分に該当する財産のうち不動産所得、

事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供する債権であり、かつ、その年の 12 月 31

日における価額が 100 万円未満のものについては、所在別に区分することなく、その件数及び総額

を記載すること。 

 
（有価証券等の取得価額の例示） 

６の２－11 

規則別表第三に規定する（六）から（九）までの財産の区分に該当する財産（規則別表第三備考三

に規定する特定有価証券に該当する有価証券を除く。）の取得価額は、財産の区分に応じ、例えば次に

掲げる方法により算定することができる。 

⑴ 規則別表第三（六）に掲げる財産（有価証券）又は（七）に掲げる財産（匿名組合契約の出資の

持分）については、次の価額。 
イ 金銭の払込み又は購入により取得した場合には、当該財産を取得したときに支払った金銭の額

又は購入の対価のほか、購入手数料など当該財産を取得するために要した費用を含めた価額。 
ロ 相続（限定承認を除く。）、遺贈（包括遺贈のうち限定承認を除く。）又は贈与により取得した場

合には、被相続人、遺贈者又は贈与者の取得価額を引き継いだ価額。 
ハ イ、ロその他合理的な方法により算出することが困難である場合には、次の価額。 

(ｲ) 当該財産に額面金額がある場合には、その額面金額。 
(ﾛ) その年の 12 月 31 日における当該財産の価額の 100 分の５に相当する価額。 

⑵ 規則別表第三（八）に掲げる財産（未決済信用取引等に係る権利）又は（九）に掲げる財産（未

決済デリバティブ取引に係る権利）について、当該財産のその年の 12 月 31 日における価額を６の

２－９(７)又は（８）に掲げる方法より算出した価額により記載する場合にはゼロ。 

 
 
 
 
 
 
 
 

記載すること。 

⑷ 規則別表第三に規定する「（六） 有価証券」に該当する財産のうち、租税特別措置法（昭和 33

年法律第 26 号）第 37 条の 11 の３《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》

に規定する特定口座又は同法第 37 条の 14《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非

課税》に規定する非課税口座に保管の委託がされているものについては、銘柄別に区分することな

く記載すること。 

 

⑸ 規則別表第三に規定する（十一）及び（十五）の財産の区分に該当する財産のうち不動産所得、

事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供する債権であり、かつ、その年の 12 月 31

日における価額が 100 万円未満のものについては、所在別に区分することなく、その件数及び総額

を記載すること。 

 
（有価証券等の取得価額の例示） 

６の２－11 

規則別表第三に規定する（六）から（九）までの財産の区分に該当する財産の取得価額は、財産の

区分に応じ、例えば次に掲げる方法により算定することができる。 

 

⑴ 規則別表第三（六）に掲げる財産（有価証券）又は（七）に掲げる財産（匿名組合契約の出資の

持分）については、次の価額。 
イ 金銭の払込み又は購入により取得した場合には、当該財産を取得したときに支払った金銭の額

又は購入の対価のほか、購入手数料など当該財産を取得するために要した費用を含めた価額。 
ロ 相続（限定承認を除く。）、遺贈（包括遺贈のうち限定承認を除く。）又は贈与により取得した場

合には、被相続人、遺贈者又は贈与者の取得価額を引き継いだ価額。 
ハ イ、ロその他合理的な方法により算出することが困難である場合には、次の価額。 

(ｲ) 当該財産に額面金額がある場合には、その額面金額。 
(ﾛ) その年の 12 月 31 日における当該財産の価額の 100 分の５に相当する価額。 

⑵ 規則別表第三（八）に掲げる財産（未決済信用取引等に係る権利）又は（九）に掲げる財産（未

決済デリバティブ取引に係る権利）について、当該財産のその年の 12 月 31 日における価額を６の

２－９(７)又は（８）に掲げる方法より算出した価額により記載する場合にはゼロ。 
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表１（国外

 

外財産調書合合計表） 
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（財産債務調書合計表表） 
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表２（財産

 

産債務調書合合計表） 
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附則（平 27 課総８‐35） 
（経過的取扱い） 
 この法令解釈通達による改正後の５－３、５－４、５－８、５－９の２、５－14 及び６－１の取扱

いは、平成 28 年１月１日以後に提出すべき国外財産調書に適用し、同日前までに提出すべき国外財産

調書については、なお従前の例による。 

 

附則（平 28 課総９－49） 

（経過的取扱い） 

この法定解釈通達による改正後の５－９の２、６の２－４、６の２－11、表１及び表２の取扱いは、

平成 29 年１月１日以後に提出すべき国外財産調書及び財産債務調書に適用し、同日前までに提出すべ

き国外財産調書及び財産債務調書については、なお従前の例による。 

附則 
（経過的取扱い） 
 この法令解釈通達による改正後の５－３、５－４、５－８、５－９の２、５－14 及び６－１の取扱

いは、平成 28 年１月１日以後に提出すべき国外財産調書に適用し、同日前までに提出すべき国外財産

調書については、なお従前の例による。 

 
（新 規） 


